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Everyone's plaza

‒‒ 掲載申込み ‒‒
市内公共施設に設置の申込書（市ホー
ムページからも取得可）を書いて、掲載
希望号発行日の前々月 25日（土日祝の
場合はその翌日）までに自治振興課（市
役所２階）へ（先着）
問合せ 同課☎ 06（6383）1357へ

◆ 催し情報 ◆
◆ニューフレンズ写真と絵画
展
12 月１日㈰～８日㈰午前
10時～午後５時（８日㈰は
午後３時まで）に、ルッツ南
摂津（東一津屋 4-10）で／
ニューフレンズ・入江☎ 06
（6390）0826

◆アップサイクルアート★タ
イルで作るモザイクアート
「家づくりで使われているタ
イルで作るモザイクアートに
挑戦しましょう」
12 月１日㈰午前 10 時
～ 11 時半、午後１時～２
時半に、コミュニティプラ
ザ・工作室で／対象は４歳
以上の人／定員各 10 人／
参加費 1,000 円／要申込み
／ゆびまるこ・高雄☎ 080
（3787）7345 ま た は ✉
yubimaruko@gmail.com

◆セルフ小顔ケア体験会
12 月４日～ 25 日の水曜
日、午後１時 45 分～２時
45 分に、味生体育館で（計
４回）／定員 15人／参加費
3,200 円／手鏡（必須）、オ
イルクリームあれば持参／要
申込み／ＮＰＯ法人せっつ
ブルーウイングス・鈴木☎
072（665）6139

◆第19回オータムコンサー
ト「ギター、ウクレレ、フルー
ト、オカリナなどの合奏のコ
ンサート」
　12 月８日㈰午後１時～
５時に、安威川公民館・大
ホールで／定員 100 人／摂
津市ファミリーアンサンブ
ル協会・川上☎ 06（6380）
8673

◆クリスマスゴスペルコン
サート
12 月 15 日㈰午後２時～
４時（１時半開場）に、安威
川公民館・大ホールで／定員
194 人／せっつファミリー
クワイヤー・佐々倉☎ 090
（1965）5884

● 会員募集 ●
●ラブ（硬式テニスクラブ）
「無料体験もありますので、
どうぞお気軽にお申込みくだ
さい」
　毎週土曜日午後０時～６時
に、新鳥飼公民館で／対象
は 18歳以上のテニスが好き
な人／入会金 3,000 円・会
費月 2,000 円／水河☎ 090
（5159）0739
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NPO法人の皆さまへ

●ヨガ・マーガレットクラブ
「年齢に関係なく無理なく体
を動かし健康を保つ体操。ぜ
ひ見学に来てください」
　毎月第１～３土曜日午後１
時～２時半に、安威川公民館
で／会費月 2,000 円／田中
☎ 06（6349）8238

●アロマヨガ「身体をゆっく
りほぐして血行促進！代謝
アップ！」
　毎週木曜日午後７時 10分
～８時半に、コミュニティプ
ラザで／対象は女性／入会
金 3,000 円・会費月 3,800
円 ／ 山 下 ☎ 090（6988）
4505

●書道悠墨会「！！書道！！
筆持って書いてみませんか」
　毎月第２・４火曜日午前９
時～ 11時に、ふれあいの里
老人福祉センター内（鳥飼上
5-2-8）で／会費月 1,500
円（手本付）／濱本☎ 090
（8885）3171

～つながりのまち摂津をみんなで育もう～
老人クラブ活動に参加しませんか
問合せ　高齢介護課☎06（6170）1561へ

会長研修会の様子
（7月 18日、パナソニック PETEC）

「老人会」と聞くと、文字通り年寄りの集まりと
思われますが、最近は 65歳以上といっても元気な
人が多く、生き生きと日々を送っている人もたくさ
んいます。やる気次第で、やりたいことをやれる年
代でもあります。この際、太陽の下へ家を飛び出し、
いろんなところへ行き、美しい景色を見たり、美味
しい物を食べたりしてはいかがでしょうか。
　そのひとつの選択肢として、摂津市の中で活動し
ている「老人会」にぜひご参加ください。65歳以
上の我々の年齢層に適した旅程やテーマを選んで、
日帰りや1泊の研修会など、さまざまな活動を企画
しています。

《摂津市老人クラブ連合会》
市老連 の活動

老人クラブ活動だより

　NPO法人は、自らに関す
る情報をできるだけ公開する
ことによって、市民の信頼を
得て、市民によって育てられ
ていくべきとの考えから、以
下の書類の提出などが必要
です。
■事業報告書等の提出につ
いて
前事業年度の事業報告書等
を毎事業年度初めの3カ月
以内に作成し、事務所に備え

置くとともに、所轄庁に提出
する必要があります。この書
類は、所轄庁において閲覧に
供します。
提出期限を過ぎてもなお事
業報告書等の提出がない場
合は、提出の督促や過料を
課す場合があります。また、
3 年以上にわたり、事業報
告書等の提出がなければ、
NPO法人の認証の取消対象
になります。

■貸借対照表の公告につい
て
平成 28 年の特定非営利活
動促進法の改正（平成 30 年
10月1日施行）により、毎
事業年度終了後に貸借対照表
の公告が義務化されました。
各法人の定款の（公告の方法）
の条を確認していただき、毎
事業年度終了後に速やかに公
告手続きをお願いします。
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